
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 すまい研 
 

 

 

 

 

 

定   款 



 

定   款  

 

第１章 総 則 

 

（名称） 

第 １ 条 当法人は、一般社団法人 すまい研と称する。 

 

（主たる事務所） 

第 ２ 条 当法人は、主たる事務所を神戸市に置く。 

 

（目的及び事業） 

第３条 当法人は、既存住宅の流通と発展による豊かな社会の構築を目的とし、 

その目的に資するため、次の事業を行う。 

（１） 既存住宅の流通と空き家対策に関する研究と関連する事業 

（２） 既存住宅の品質・性能の向上に関する研究と関連する事業 

（３） 一般消費者への安心安全で価値ある既存住宅流通と空き家対策について 

の啓蒙事業 

（４） 他団体の運営サポートに関する事業 

（５）  コワーキングスペースの提供業務、個室、会議室の貸与業務、イベントの 

開催業務 

（６） 古民家再生、文化財建造物使用、空き家活用に関連する事業 

（７） 建築設計及び監理ならびに建築士事務所の経営 

（８） 不動産の売買、仲介、斡旋、管理、賃貸借業 

（９） 不動産及び経営に関するコンサルティング業 

（１０）投資顧問業 

（１１）書籍・雑誌その他の印刷物及び電子出版物の企画・制作・販売 

（１２）映像・音声コンテンツ及びマーケティングの企画・制作・販売 

（１３）広告宣伝の情報媒体の企画、開発及び販売並びに広告代理業 

（１４）旅館業法に規定する旅館業に関する事業 

（１５）日用雑貨品の販売 

（１６）食料品の販売及び輸出入業 

（１７）飲食店業 

（１８）株式投資 

（１９）損害保険代理業 

（２０）建築工事請負業 

（２１）旅行代理業 

（２２）前各号に附帯又は関連する一切の事業 

 

（公告の方法）  

第 ４ 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する

方法により行う。 



 

第２章 社員及び会員 

 

（社員及び会員）  

第 ５ 条 当法人の目的に賛同して入社した者を社員とする。 

２ 前項の他に、当法人の事業を推進するために入会した団体及び個人を会員とする。 

３ 第１項の社員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「一

般法人法」という。）第１１条第１項第５号等に規定する社員とする。 

 

（入社および入会） 

第 ６ 条 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を

得るものとする。 

２ 当法人の会員として入会しようとする者の入会手続きに関する詳細については、

本定款に定めるもののほか、代表理事が定める規約（以下、「会員規約」という。）

によるものとする。 

 

 

（経費等の負担） 

第 ７ 条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を

負う。 

２ 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。  

 

（退社および退会） 

第 ８ 条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、１か月以上前に当法人

に対して予告をするものとする。 

２ 会員の退会は、会員規約に定める。 

 

（除名） 

第 ９ 条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する

行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき

は、一般法人法第４９条第２項に定める社員総会の決議によりその社員を除名する

ことができる。 

２ 会員の除名は、会員規約に定める。 

 

（資格喪失） 

第１０条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

（１）退社または退会したとき。 

（２）成年被後見人又は被保佐人になったとき。 

（３）死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。 

（４）１年以上会費を滞納したとき。 

（５）除名されたとき。 

（６）総社員の同意があったとき。 

２ 会員資格の喪失は、会員規約に定める。 



 

 

（資格喪失に伴う権利及び義務）  

第１１条 社員又は会員が前３条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に

対する社員及び会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、

これを免れることはできない。 

 

 

第３章 社員総会 

 

（社員総会） 

第１２条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会として、定時総会は、毎年１

回、毎事業年度終了後に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。 

 

（構成） 

第１３条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 

 

（招集） 

第１４条 社員総会は、理事の過半数をもって決定し、代表理事が招集する。 

２ 社員総会の招集通知は、会日より５日前までに各社員に対して発する。 

 

（決議の方法） 

第１５条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権

の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総社員の半数以上であ

って、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

（１）社員の除名 

（２）定款の変更 

（３）解散 

（４）その他法令で定めた事項 

 

（議決権） 

第１６条 社員は、各１個の議決権を有する。 

 

（議長） 

第１７条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、

その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。 

 

（議事録） 

第１８条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、

議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。 

 

 



 

第４章 役 員 

 

（役員の設置） 

第１９条 当法人に、次の役員を置く。 

（１）理事 ２名以上５名以内   

（２）監事 １名以上２名以内  

２ 理事のうち１名を代表理事とする。 

 

（選任） 

第２０条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、

必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。  

２ 代表理事１名及び専務理事１名は、理事の互選によって定める。 

 

（任期） 

第２１条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時社員総会の終結の時までとする。  

２ 任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事

の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。  

 

（理事の職務権限） 

第２２条 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。 

２ 専務理事は、代表理事を補佐し、処務を総括処理する。 

３ 理事は、当法人の業務を執行する。 

 

（監事の職務権限） 

第２３条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報

告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務

及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

（解任）  

第２４条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、

監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行わなければならない。  

 

（報酬等） 

第２５条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け

る財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。 

 

 

 

 



 

第５章 基 金 

 

（基金） 

第２６条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 

 

（基金の拠出者の権利に関する規定） 

第２７条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。 

 

（基金の返還の手続） 

第２８条 基金の拠出者に対する返還は、社員総会が決定したところに従って行う。 

 

 

第６章 委員会等 

 

（委員会） 

第２９条 当法人の目的及び事業を遂行するために必要あるときは、代表理事の指示

により、委員会を設置することができる。 

２ 委員会の委員は、社員、会員及び学識経験者のうちから代表理事が選任する。 

（事務局） 

第３０条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 

２ 事務局には所要の職員をおくことができる。 

 

 

第７章 顧問及びオブザーバー 

 

（顧問） 

第３１条 当法人の必要に応じて若干名の顧問を置くことができる。 

２ 顧問は代表理事が選任する。 

３ 顧問は、代表理事の諮問に答え、代表理事に対し、意見をのべることができる。 

 

（オブザーバー） 

第３２条 当法人の必要に応じてオブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、諸官庁、地方公共団体、その他の関連団体より選任される者で、

代表理事よりオブザーバーの依頼を行い、了承もくしは提携された団体等をオブザ

ーバーとする。 

３ オブザーバーは委員会に出席して意見を述べることができる。 

 

 

第８章  計 算 

（事業年度） 

第３３条 当法人の事業年度は、毎年４月１日から（翌年）３月３１日までの年１期

とする。 



 

第９章  附 則 

 

（法令の準拠） 

第３４条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 

 

 

 

 

 

上記は当法人の現行定款に相違ありません。  

 

  一般社団法人 すまい研  

 

   代 表 理 事   谷 弘一 


